
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

川口市ＤＸ推進補助金（システム等導入型） 

申請要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

川口市 経営支援課 経営支援係 
 

＜問い合わせ先＞ 

 受付時間： 平日 8:30～17:15 

       ※ 土・日・祝日はお休みいたします。 

電  話： 048-258-1647 

F A X： 048-258-1161 
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１．川口市ＤＸ推進補助金（システム等導入型） 

の概要 

国の補助金の交付を受け、ＤＸ・デジタル化に繋がる取り組みを行った市内の

事業者に対し、国の補助金に上乗せし市が補助金を支給する制度です。 

 

ＤＸ推進補助金には「システム等導入型」と「改修工事型」があります。 

条件を満たす場合には、両方に申請することができます。 

 

補助金額 

 

以下の計算式で補助金額を算出します 

（ ① － ② ） × １／２ ＝ 補助金額（上限額は１００万円） 

 

① … ＤＸ・デジタル化への取り組みに要した経費 

（国の補助金において補助対象となった経費に限ります） 

 

② … 国の補助金の交付確定金額 

 

【補助金額の例】 

運輸業を営んでいる事業者が、車両の稼働状況・配車・売上管理などを一

括で行うシステムを２８０万円かけて導入することを計画。ＩＴ導入補助

金（補助率 １／２）を申請し、事業経費全額が補助対象経費として認

定・採択されシステム導入を実施した。 

 

計算式： （ ① － ② ） × １／２ ＝ 補助金額 

（上限額は１００万円） 

① ２８０万円 

 

② １４０万円 … ２８０万円 × １／２ 

 

（①：２８０万円 － ②：１４０万円） × １／２ 

         ↓ 

１４０万円 × １／２ ＝ ７０万円 … 補助金額 
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２．補助金の対象となる事業者 

 以下の（１）・（２）の両方に該当する川口市内の事業者が対象となります。 

（要件を満たす場合も、対象外となる場合があります。 … Ｐ３参照） 

 

（１）国の補助金の交付確定通知を受けていること 

 

ここでいう国の補助金とは、以下の補助金のことを指します。 

 

①ものづくり・商業・サービス補助金 

②IT 導入補助金 

③小規模事業者持続化補助金 

④事業再構築補助金 

 

令和３年４月１日以降に交付が確定したものが対象となります。 

 

（２）ＤＸ・デジタル化に向けた取り組みを行っていること 

（１）の補助金を活用し、次に掲げる事業を行った場合に対象になります。 

 

① 人工知能やロボット等を活用した製造工程や作業工程の自動化等 

に向けたシステム、設備の導入。 

② 経理、会計などのバックオフィス業務等の効率化、デジタル化を図る 

  システム、設備の導入。 

③  電子商取引、キャッシュレス決済などの非接触型の商取引の推進を図る 

システム、設備の導入。 

 

国の補助金の交付を受けた場合であっても 

①から③の業務を行っていない場合はこの補助金の対象外となります。 
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支給の対象外となる場合 

下記のいずれかの事項に該当する場合は、支給対象外となります。 

 

① 川口市暴力団排除条例（平成２４年条例第５２号）第２条に規定する 

暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる者 

② 納期の到来した市税について滞納があり、未納の解消に向け協議を 

行っていない者 

③ 上記①・②のほか、制度の目的に鑑み、支援金を支給することが不適切 

であると市長が判断する者 

 

宣誓・同意事項 

申請者は、下記の全ての事項に宣誓又は同意しなければ、支援金を申請できま

せん。（申請書の提出をもって宣誓・同意したものとみなします） 

 

① 市税に未納がない、又は未納の解消に向け税担当課と協議を行っている。 

② 市税の納付状況について確認することに同意する。 

③ 審査や事業の効果測定にあたり必要な、市による調査や事例の発表に協力 

する。 

④ 川口市暴力団排除条例（平成２４年条例第５２号）第２条に規定する 

暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連していない。 
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３．申請の流れ 

この補助金は国の補助金の交付確定後に申請をしてください。 

申請は以下の手順に従いおこなってください。 

①国の補助金の交付申請をする 

国の補助金とは、①から④の補助金のことをいいます。 

 

①ものづくり・商業・サービス補助金 ・ ②IT 補助金 

③小規模事業者持続化補助金     ・ ④事業再構築補助金 

 

②国の補助金の交付決定を受ける 

 

③事業に着手する 

 

④事業完了報告書を国に提出する 

 

⑤国の補助金の交付確定通知を受ける 

 

⑥市にＤＸ推進補助金を申請する 

オンライン・郵送での申請となります。申請書類の提出方法… Ｐ５参照 

 

⑦審査 

申請内容を審査し、不備等があった場合はメール・電話で連絡します。 

 

⑧支援金支給 

不備等がなければ、通常３週間程度で決定通知を市役所から発送。 

指定口座に振込します。 
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４．申請する 

提出する書類 

 

№ 提出書類 

１ 川口市ＤＸ推進補助金（システム等導入型）交付申請書兼請求書 

２ 
国の補助金の交付額確定通知 
（申請期限までに交付確定通知が到達していない場合は交付決定通知） 

３ 国への事業実績報告書 

４ 
振込先口座通帳の写し 

（金融機関名及び支店名、口座番号、名義人がわかるもの） 

５ 

（法人の場合） 

履歴事項等全部証明書 

（個人事業主の場合） 

① 確定申告書 

② 市内に事業所があることがわかる書類 

６ 導入したシステムや設備の内容がわかる書類 

 

申請書類の入手・提出方法 

申請はオンライン申請・郵送申請のいずれかの方法でお願いします。 

 

申請書類の入手・オンラインでの申請 

 

川口市ホームページからダウンロード、申請をおこなってください。 

申請書はこの要領の最後に添付しているものも使用できます。 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/34771.html 

 

郵送申請 … 以下の郵送先に申請書類等を郵送してください。 

＜郵送先＞ 〒３３２－８６０１ 川口市役所 経営支援課宛 

 

申請期間  

令和３年６月１日（火）から令和４年２月２８日（月） （※最終日の消印有効） 

 

申請期間内であっても予算の上限に達し次第、受付を終了いたします。 

 

 

ホームページ QR コード 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/34771.html
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申請書兼請求書 記入例（オモテ面） 
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申請書兼請求書 記入例（ウラ面） 
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改訂履歴 

 

版数 発行日 改訂履歴 

第 1 版 ６月 1 日 ・初版発行 

   

   

   

   

 


